
○不明な点につきましては、以下文化財保護課までお問い合わせください。

遺跡の発見に関する届出
（文化財保護法第96条第1項）

 分布・試掘調査依頼文
    発掘調査承諾書

埋蔵文化財の不時発見

工事中に市教委の
専門職員が立会う

包蔵地内のため慎
重に工事を行う

民間調査組織の紹介
積算基礎資料の提示

発掘調査の届出（30日前）
（文化財保護法第92条第1項）

発掘調査（発掘作業・出土品
整理作業・報告書刊行）

工　　事　　実　　施

開発行為に係る事前協議等

発掘調査委託契
約

発掘調査３者協
定

発掘調査
事前の記録保存の
ための発掘調査

工事立会 慎重工事

試掘調査

分布調査

試掘調査必要 試掘調査不要

神奈川県教育委員会の指示
（文化財保護法第92条第2項）

発掘調査の指導
（相模原市教育委員会）

埋蔵文化財が発見された場合の協議

土木工事等のための発掘に関する届出（60日前）
（文化財保護法第93条第1項）

相模原市教育委員会の指示（文化財保護法第93条第2項・第96条第8項）

土木工事の計画

事　業　主

教育委員会
（1）事前相談・照会

工事実施

民間調査組織

包蔵地内 包蔵地外

問合せ先 相模原市教育委員会 文化財保護課
〒２５２－５２７７
相模原市中央区中央２－１１－１５
電 話０４２－７６９－８３７１
ＦＡＸ０４２－７５４－７９９０

◆ 埋 蔵 文 化 財 保 護 の 流 れ ◆

法９３条
（民間事業者用)


